
第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 5章 協働と自治による持続可能なまち 基本施策 28 市民協働・地域コミュニティ 主担当課 協働安全課 責任者 竹井 鉄次 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●市民一人ひとりが、それぞれの能力を生かし、支え合い、つながり合いながら自治の担い手としてまちづくりに参加して、自分たちのまちに愛着

と誇りを持って暮らしています。 

●市民と市民活動団体、地域コミュニティ、民間事業者、行政など、多様な主体が役割を分かち合いながら連携してまちづくりが進められています。 

●地域住民相互の信頼関係に基づき、それぞれの地域が課題解決のために自ら考え、自ら行動し、活気のある地域づくりを進めています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民活動に参加している市民の割合 

 18.3％

（H30） ‐ 16.8% ‐ 17.0％ 20.0％ 22.0％ 

コロナ禍の影響による市民活

動や地域活動に携わる機会が

停滞していたが、徐々に回復傾

向にある。 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

計画段階からの市政への市民参画に

満足している市民の割合 

 

81.6％

（H30） ‐ ‐ 80.3％ ‐ 83.0％ 85.0％ 

コロナ禍の影響もあり若干の

低下は見られるものの現状値

と同等であると見込まれる。 

市民意向調査 

 

単位施策：（１）市民活動・市民協働の活性化 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民活動団体、地域コミュニティ、民間事

業者等と協働している市民活動支援センタ

ー登録団体の割合 

 

45.7% 38％ 40％ 39％ 39％ 50.0% 55.0% 

コロナ禍の影響による活動の

縮小が影響していると考えら

れる。また、高齢化により満足

に活動できない団体が増えて

いる。【Ⅳ】 

市民活動支援センター登録

団体アンケート：「すでにし

ている」 

自治基本条例を知っている市民の割合 

 
25.6％

（H30） 
‐ 29.4% ‐ 28.2％ 30.0％ 35.0％ 

審議会での条例検証を中心と

した取組と、検証結果の公表に

より少しずつ上昇していると

見込む。【Ⅰ】 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①市民活動の支援 【重点】 ①市民活動助成金について、令和７年度事業の

募集と審査を行った。令和６年度事業は、行政

提案・協働事業コースを含め計９団体に助成

し、市民活動の活性化を図ることができた。 

広報紙にて協働のまちづくりコーナーによ

る周知啓発を行い、市民活動への参加促進と市

①市民活動助成金は、事業の公益性を確

保していくため、団体の支援とともに活

動内容を充実させる育成の視点も大切

になる。また、行政提案による協働事業

を行政課題解決につなげるため、実績が

認められた場合は、市の委託事業とする

内容 地域の課題解決や活力の創出に自発的に取り組む団体の育成を目的として、市民の福祉向

上やまちづくりに貢献する事業を行う市民活動団体に対して助成する市民活動助成金制度の

充実を図ります。また、広報紙やホームページ、協働事業などを通じて、市民活動・市民協働に

関する市民意識の啓発・向上を図るほか、活動に対する相談や助言による幅広い支援に努め

ます。 



 

 

個別施策：②市民活動支援センターの機能の充実 民団体の活動支援を図ることができた。 

協働に関する事業として、地域リーダー協働

講演会、職員協働研修、市民向け協働セミナー

を開催し、市民及び職員等の意識醸成と育成を

図ることができた。なお、市民団体と協働（行

政提案・協働事業コース対象事業）して区役員

等を対象とした町内会ワークショップを全４

回（うち１回は地域リーダー協働講演会内で実

施）開催した。 

【主要施策Ｐ49、51】 

②情報共有のため、市民活動団体の活動紹介を

駅モニターと市役所で毎日放映した。また、市

民活動支援センターのホームページ、ＳＮＳ等

を活用したほか、情報誌かわらばんを作成し、

市民への意識の浸透が図られた。 

市民プラザまつり、65 歳の集いの他、福祉関

係の登録団体の活性化支援講座（全５回）や登

録団体等をつなぐ交流会を実施した。 

センターとして市民に市民活動への関心を

高め、相談や活動スペースの提供など団体の活

動支援を行うことができた。登録団体の要望を

踏まえ、大判プリンターを更新した。 

【主要施策Ｐ53】 

③自治基本条例審議会において、「協働の仕組

み」及び市民参加条例を中心とした検証を行っ

た。課題はあるものの、それぞれ条例の目指す

方向性に沿った市政運営が行われていること

を確認できた。 

【主要施策Ｐ24、49】 

ことも想定して取り組む。令和７年度

は、行政提案・協働事業コースによる事

業を２つ実施する。 

制度の改善事項として、立ち上がり支

援コースの申請方法や補助率等を見直

し、活動のスタートアップ支援に繋がる

よう検討する。また、行政提案・協働事

業コースを終了した事業の支援のあり

方について検討する。 

協働に関する事業について、実施目的

を踏まえながら、目的達成に資する内容

を検討していく。 

 

②市民活動の拠点としての支援内容の

充実に努めていく。 

 社会福祉協議会との連携・協力を進め

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

③引き続き、全庁的に、条例に沿った市

政運営がされているかどうかを確認し

ていく。 

 住民投票条例のあり方について現状

に即した結論を出す必要がある。 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 市民活動の拠点としてその活動を支援し、情報の収集や発信、交流機会の確保により市民

活動の周知と活性化を図るとともに、市民と市民活動団体、地域コミュニティ、民間事業者等

をつなぐ中間支援を行うなど、市民活動支援センターの機能の充実に努めます。 

個別施策：③市民自治・協働の推進 

内容 市民、市民活動団体、地域コミュニティ、民間事業者、行政などが、それぞれの責任と役割を

明確にし、市民自治と協働のルールなどを定めた自治基本条例等の検証を行いながら市民へ

の浸透を図ります。 

また、自治基本条例に基づく住民投票についての検討を行います。 

主要事業 

◆市民活動支援センター事業 

◆市民活動助成金事業 

◆協働のまちづくり推進事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

B 
（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）地域コミュニティの強化 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

行政区加入率 

 
85.2％ 82.2％ 82.7％ 80.7％ 79.0％ 

85.2％以

上 

85.2％以

上 

徐々に加入率が低下傾向にあ

る。近所付き合いの希薄化が進

んでいる。区に加入するメリッ

トを感じない住民が増えてい

る。【Ⅳ】 

全世帯のうち区費を納めた

世帯の割合 



 

 

地域リーダー人材育成のための研修等の

受講者数 

 
71人 32人 25人 ３８人 56人 85人 100人 

地域リーダー協働講演会を市

民活動団体と協働で実施、その

後３回ワークショップを実施

（市民 56 人+団体４人）【Ⅳ】 

地域でのリーダー育成のた

めの講座や関係機関主催の

研修への派遣による累計受

講者数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①行政区への支援  ①区育成補助金を交付し、行政区の運営や事業

の実施支援を図ることができた。 

公会堂建設費等補助金を交付し、地域の活動

拠点や備品等の維持管理を支援した。また、学

習等共同利用施設の修繕を実施したほか、地域

集会所の修繕を実施した。 

行政区役員の負担軽減のため、小規模区の区

長代理者数を増やせるよう予算措置した。区に

対するポスター掲示と回覧板の依頼方法を改

めた。 

行政区デジタル化支援事業（実証実験）とし

て自治会専用アプリ「結ネット」を５区に導入

した。 

 コミュニティ助成金を交付し、中本町山車修

繕に対し助成した。 

【主要施策Ｐ55、56】 

②令和４年度から取り組む地域力活性化支援

事業を実施した。過年度の参加者等を対象に

「未来寄合ＮＥＸＴカフェ」、「未来寄合サーク

ル」を行ったほか、岩倉北小学校区をモデル地

域として地域住民や区役員経験者に対してア

ンケートを行った。また、「未来寄合トライア

ル」と称して、地域の新しい仕組みづくりにつ

いて住民参加のもとワークショップを行った。

地域と行政が持続性の高い魅力ある地域活動

づくりについて、ともに考え共有することがで

きた。 

区長会を３回開催し行政区との連携を図る

とともに、地域からの要望を受け付け地域課題

等の解消を図った。 

民生委員・児童委員協議会の開催を支援する

とともに、委員の研修や相談など活動支援を行

った。 

子ども会、老人クラブ等地域住民が行う活動

に補助金の交付等の支援を行い、活動促進に寄

与した。 

【主要施策Ｐ49～51、55、70、125】 

①地域の自治機能の保持と住民の親睦

を図るため、補助金の交付を継続する。 

 区が指定管理者となっている市施設

の管理運営を区と連携して進めていく

必要がある。 

コミュニティ助成金等の活用を継続

していく。区に対し効果的に情報提供し

ていく。 

引き続き、行政区役員のなり手不足に

対して、謝礼のあり方や事務負担軽減を

検討する。また、行政区デジタル化支援

事業（実証実験）により地域の情報の共

有と幅広い世代への取り組みを図る。  

 

 

 

②「未来寄合」の実施結果を踏まえ、地

域課題の解決と行政区の負担軽減につ

ながる新たな地域自治のあり方を住民

とともに検討する。モデル地域とした北

小学校区において未来寄合トライアル

で話し合った内容の実践を図る。 

また、全市的に情報共有を図り、機運

を醸成するため第２回全体フォーラム

を開催する。また、庁内連携を図り、地

域に展開する施策についての共通理解

を図っていく。 

 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 行政区が取り組む地域の防災・防犯・福祉・保健活動や地域の親睦事業の支援の充実を図る

とともに、行政区への加入促進など区の運営を支援します。 

また、行政区等に設置されている地域集会所や学習等共同利用施設、公会堂を地域活動や

市民活動の場として有効利用できるよう施設の改修・修繕や施設用備品類の更新等の支援の

充実を図ります。 

個別施策：②地域コミュニティ活動の支援 【重点】 

内容 地域コミュニティの中心的な役割を果たす行政区や民生委員・児童委員協議会等の活動支

援を行うとともに、地域で活動する団体が活発に活動できるよう支援します。 

また、地域住民が主体となった公益的な活動に対する助成の充実や、地域のリーダーとな

る人材の育成などを進めます。さらに、行政区に留まらない地域課題への広域的な取組を支

援します。 

主要事業 

◆区育成補助事業 

◆地域コミュニティ活性化事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

C 
（Ⅳ） 



 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（3）市民参加機会の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民参加条例に基づく複数の市民参加の

手続の実施割合 

 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

市民参加条例を周知すること

で、適正に市民参加の手続が実

施されている。【Ⅰ】 

市民参加条例第 6 条に規定

する事項の政策形成や評価

を第 7 条に規定する市民参

加の手続の方法により実施

した割合 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①市民参加機会の充実 ①公募や市民委員登録による委員を審査会等

の委員に選任したほか、アンケート、意見交換

会、パブリックコメント等を実施し、市民参加

の機会の充実を図った。また、市民参加手続の

予定と結果を公表し、市民周知を図ることがで

きた。 

自治基本条例審議会により自治基本条例、市

民参加条例の検証を行い、条例の適正実施を図

ることができた。 

【主要施策Ｐ49】 

①市民参加手続の予定と結果は、ホーム

ページ及び広報紙で公表する。 

案件に応じた市民参加手続を適正に実

施する。 

内容 公募や市民委員登録により、審議会や委員会等への市民の参加機会の充実を図ります。ま

た、無作為抽出によるアンケート調査や市民討議会の開催など、多様な市民参加機会を充実

し、市民の意向や提案を行政に反映させるよう努めます。 

主要事業 

◆協働のまちづくり推進事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 
A 

（Ⅰ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 5章 協働と自治による持続可能なまち 基本施策 29 平和・共生 主担当課 協働安全課 責任者 竹井 鉄次 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代へ受け継ぎ、誰もが平和を大切にしています。 

●性別やジェンダーなどにかかわらず、誰もがその個性を発揮し、活躍することができる社会になっています。 

●市民レベルでの国際交流が活発に行われ、様々な国や地域の文化、習慣などにふれる機会が充実し、互いの文化を認め合う意識が醸成された多

文化共生社会が実現しています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

平和活動の推進に満足している市民の

割合 

 

85.3％

（H30） ‐ ‐ 86.1％ - 87.5％ 90.0％ 

世界情勢が不安定であり、各地

で戦争が続いている状況であ

るため、平和活動への関心は高

まると考えられる。 

市民意向調査 

男女共同参画社会形成のための啓発

活動や環境づくりに満足している市民

の割合 

 

84.1％

（H30） ‐ ‐ 85.8％ - 87.5％ 90.0％ 

講座や広報等での継続的な啓

発により、指標数値が上昇し

た。 

市民意向調査 

国際交流や外国籍市民との共生に満

足している市民の割合 

 
91.1％

（R2） ‐ ‐ 84.7％ - 92.0％ 93.0％ 

国際交流事業への支援や外国

人サポート窓口の整備等、多様

な文化を持つ人たちが暮らし

やすい環境づくりを行ったが、

市民認知につながっていない。 

市民アンケート・市民意向

調査 

 

単位施策：（１）平和行政の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

平和事業を一つ以上認知している市民の

割合 

 

59.8％

（H30） 
‐ 53.1% ‐ 49.3％ 65.0％ 70.0％ 

コロナ禍前と同様の事業が実

施できており、認知されている

割合は回復していくものと思

われる。【Ⅳ】 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

小中学生平和祈念派遣団団員数 

 
14人 中止 1４人 14人 14人 14人 14人 

長崎市へ派遣し、平和学習をす

るとともに、報告会を通じて児

童生徒全員と共有することが

できた。【Ⅰ】 

広島・長崎平和記念派遣団

に参加した小中学生の人数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①平和意識の高揚 【重点】 ①平和ポスター展や折鶴、戦争資料展の開催、

さらには語り部の会の活動を通じて、平和に関

①②戦争体験を風化させることなく、次

世代に平和の大切さをしっかりと引き内容 戦争体験を風化させることなく平和の大切さを次世代に引き継いでいくため、広報紙やホ



 

 

ームページを通じて核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨を普及するなど、平和意識の高揚を図り

ます。また、平和祈念戦没者追悼式、戦争資料展の継続など、多様な世代の参加による平和事

業を推進します。 

する事業を継続的に実施することで、平和事業

を推進した。 

【主要施策Ｐ23】 

 

②被爆体験等を開く会の開催や、平和に関する

書籍等に児童生徒が触れることで、平和の大切

さを学ぶことができた。 

小中学生を長崎市へ派遣し、児童生徒が平和

の思いを込めて折った折鶴を届けるとともに、

現地での研修などにより、戦争の悲惨さを直接

感じることができた。派遣された児童生徒が各

学校での報告をするなど、平和学習の推進を図

った。 

【主要施策Ｐ231、240】 

継いでいくことが課題となる。 

令和７年度は、戦後 80 年および岩倉

市核兵器廃絶平和都市宣言から 30 年を

迎える節目の年となるため、平和をテー

マとした生涯学習講座を７月と８月に

開催し、平和の大切さを伝えていく。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：②子どもを対象とした平和学習の推進 

内容 原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さを知り、平和の大切さを学ぶため、小中学校で被爆体験談

等を聞く会を開催するとともに、小中学生を広島と長崎の平和事業に派遣するなど、学校教

育における平和学習を推進します。また、国際的な視野を持って平和を考えるために、海外の

紛争についても学ぶ機会を設けるよう努めます。 

主要事業 

◆平和祈念市民参加事業 

◆小中学生平和祈念派遣事業 庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 
B 

（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）男女共同参画社会の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

審議会等への女性登用率 

 
30.8％  32.5％ 34.8% 35.2% 37.1% 33.0％ 35.0％ 

男女共同参画意識が浸透し、順

調に推移している。【Ⅰ】 

各年度の市の審議会等への

女性登用率 

男女共同参画に関する講座・イベント参加

者数 

 195人 64人 130人 79人 119人 300人 300人 

男女共同参画講座（延べ 103人

(内職員研修 15 名)）及びサテ

ライトセミナー（16 人）を開催

したため、前年比増となった。

【Ⅳ】 

年間の講座・イベントの参

加者数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①計画的な男女共同参画の推進 ①男女共同参画基本計画推進委員会を開催し、

男女共同参画基本計画の推進に寄与した。市民

を企画委員として男女共同参画講座を開催し、

市民の意識啓発を図ることができた。 

広報紙の男女共同参画コーナーに関連記事

を掲載し、市民に周知を図ることができた。ま

た、ホームページに関連記事を掲載した。 

サテライトセミナーを開催し、性的少数者へ

の理解促進を図ることができた。 

①今後も男女共同参画講座を開催する

とともに、あいち男女共同参画財団と共

催でサテライトセミナーを実施し、市民

に啓発していく。なお、令和７年度はサ

テライトセミナーの実施はないが、令和

６年度と同じ内容の講座を市民向け（職

員研修も含む）に実施する。 

広報紙、ホームページ等により市民に

情報提供し、意識の啓発を図っていく。 

内容 男女共同参画基本計画に基づく個別施策の推進や進捗状況を評価する市民参加の男女共

同参画基本計画推進委員会の設置や市民が企画・運営を行う男女共同参画セミナーの開催な

ど、男女共同参画社会の実現に向けた事業に取り組みます。また、女性の声を市政に反映する

ため、市の様々な審議会や行政委員会などの女性委員の登用率を向上させます。 

個別施策：②ジェンダー平等と多様性の理解促進 【重点】 

内容 家庭や地域生活、社会参加において性別、ジェンダーや性的少数者であることにかかわら

ず、その個性と能力を発揮できる社会の実現に向け、講座やイベントの開催等、市民の意識の

醸成と啓発に努めます。 



 

 

主要事業 

◆男女共同参画基本計画推進事業 

◆男女共同参画普及・啓発事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

B 

【主要施策Ｐ52】 

②パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制

度の導入について推進委員会において協議し、

導入に向けパブリックコメントや職員向け説

明会を行い、令和７年４月からの導入に向け実

施要綱を制定した。これにより様々な理由で婚

姻制度を利用できず生きづらさを抱える市民

に寄り添う支援を進めることができた。 

パネル展示「ＬＧＢＴＱの基礎知識」を市役

所にて、「男女共同参画のキホン‐移り行く男

女の意識編」をふれ愛まつり会場にて行い、市

民に周知を図ることができた。 

男女共同参画基本計画概要版（パンフレッ

ト）を中学３年生全員に配布し、人権教育に活

用し、ジェンダー平等などの意識啓発を図るこ

とができた。男女共同参画講座のうちＬＧＢＴ

をテーマとした回を職員研修に位置付け、職員

も受講し理解促進を図ることができた。 

【主要施策Ｐ52】 

 

②男女共同参画行政推進会議などあら

ゆる機会を通じてジェンダー平等につ

いて、より庁内の関連する課との連携を

図っていく。また、職員研修を検討する。 

パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓制度について令和７年４月から施行

するため広く周知を図る。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（3）多文化共生・国際交流の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

外国人サポート窓口相談件数 

 4,876件 

（R2.9末

時点） 

7,221件 7,719件 5,359件 5,443件 10,500件 11,000件 

住民登録する外国籍市民が増

加しており、一定数の相談需要

がある。 

なお、目標値との乖離がその

まま行政施策の未達成状態と

は考えていない。【Ⅱ】 

外国人支援員の相談実績の

合計 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①多文化共生の推進 【重点】 ①外国人サポート窓口を設置し、外国籍市民

に、行政手続を一元的かつ多言語で案内した。

外国人支援員（３名）及び翻訳機を用いて対応

し、外国籍市民の手続支援や相談等を行うこと

ができた。出入国在留管理庁が運用している電

話通訳サービスにより、多言語対応を行った。 

市の施策として初期日本語教室を、市民活動

団体「いわくらにほんごクラス」に委託して実

①外国人サポート窓口を継続していく。 

 引き続き日本語が話せない人対象の

初期日本語教室を委託による市の施策

として支援する。 

 令和７年度の市民活動助成金・行政提

案コースの対象事業として多文化子育

てサロン事業を採択した。実施団体と協

働で外国籍市民の子育て支援につなが

内容 外国人サポート窓口の充実、やさしい日本語を活用した情報提供、災害時の支援体制の確

保に努めます。また、国籍等異なる市民の交流を促進し、相互理解を図り、すべての市民が地

域社会の一員として支え合う多文化共生のまちづくりを推進します。 

さらに、外国籍市民等の生活を支援するための日本語教室や健康相談を行う岩倉市国際交

流協会等の活動を支援します。 

個別施策：②国際交流の推進 

内容 小中学校における国際理解教育を推進するために、国際交流員による活動や異文化体験の



 

 

機会となる中学生海外派遣事業を継続します。また、国際交流を広めるため、多くの市民が参

加する国際交流に関するイベントやホームステイなどの国際交流団体の活動を積極的に支援

します。 

施した。日本人サポーター及び外国籍市民の相

互理解を育み、多文化共生を推進することがで

きた。 

岩倉市国際交流協会が行う事業等に補助金

を交付するなど、国際交流促進に寄与した。 

【主要施策Ｐ43】 

②国際交流員が、中学校ではＡＬＴ（外国語指

導助手）として授業補助を行い、小学校、保育

園及び児童館では母国の伝統文化などの紹介

を通じた国際理解教育を行った。また、子育て

支援センターにおいて、英語の手遊びを実施

し、乳幼児と交流を図った。様々な年代の市民

への多文化理解促進を図ることができた。 

中学生海外派遣事業は、５年振りにモンゴル

への渡航を再開し、新モンゴル高等学校の生徒

との交流体験等を通して国際理解教育に取り

組むことで、異国の生活習慣、文化、言語、価

値観等の多様性に触れ、広い視野をもつ児童生

徒の育成を図った。また、両中学校では、報告

会等を通じて参加生徒の異文化交流の体験を

他の生徒に伝え、国際理解を深める機会となっ

た。 

【主要施策Ｐ43、241】 

るよう支援する必要がある。 

岩倉市国際交流協会の事業に対し、協

力支援を行う。 

 

 

 

②国際交流員の小中学校、保育園等への

派遣を継続していく。国際交流員の交代

を円滑に行う必要がある。 

 中学生海外派遣事業を継続実施して

いくうえで、物価、燃料費等の高騰によ

る渡航費の増額に対応するため、受益者

負担の引き上げや渡航人数等の再検討

をする必要がある。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

主要事業 

◆国際交流事業補助事業 

◆国際交流員事業 

◆外国人サポート事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

B 
（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  
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施策がめざす 

将来の姿 

●市民と行政が情報を共有し、活発な意見のやりとりにより、市民の声が反映された市政運営が行われています。 

●市への愛着や誇りを持ち、住み続けたいと思われるまちになっています。 

●情報公開が充実し、市民から信頼される市政運営が行われるとともに、市が保有する個人情報の適正な保護が図られています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民の声が反映された市政運営が行

われていると思う市民の割合 

 

70.3％

（R2） - 72.7％ - 75.5％ 75.0％ 80.0％ 

市政運営にあたり、市民の意見

を反映させる取り組みを続け

ており、令和７年度の目標値を

達成した。 

市民アンケート 

ずっと住み続けたいと思っている市民

の割合 
72.4％

（H30） - - 83.7％ - 75.0％ 78.0％ 

調査は未実施。これまでのシテ

ィプロモーションの取組、広報

紙等による情報発信を通じて、

割合は上昇していると考えら

れる。 

市民意向調査 

市政情報の提供に満足している市民の

割合 

 

83.5％

（H30） - - 85.2％ - 85.0％ 90.0％ 

調査は未実施。広報紙、ホーム

ページ等を組み合わせて情報

発信をしており、令和５年度と

同程度を見込む。 

市民意向調査 

 

単位施策：（１）情報発信の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

広報いわくらを利用している市民の割合 

 80.3％

（H30） 
- 76.5％ - 73.7％ 83.0％ 85.0％ 

ホームページ等、他の方法で情

報取得をすることができるよ

うになり、減少したと考えられ

る。【Ⅳ】 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

市ホームページを利用している市民の割合 

 
25.9％

（H30） 
- 41.7％ - 41.1％ 30.0％ 40.0％ 

情報の即時性等において紙媒

体より優れるため、利用が多く

目標値を達成している。また、

広報紙からホームページへ詳

細を確認するように誘導して

いる。【Ⅰ】 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

ほっと情報メール・市公式ＳＮＳの登録人数 

 5,000人 14,446人 15,314人 15,384人 12,782人 7,000人 9,000人 

令和６年度のメール配信シス

テムの更新に伴い、登録人数に

「すぐーる」の登録分を追加し

年度末登録者数 



 

 

た。ＬＩＮＥは新たに受信設定

が必要となったため、登録人数

が減少した。【Ⅰ】 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①広報いわくらの充実     ①広報紙では、新たに始めた「いわキラッ人」

のコーナーで、岩倉で活躍する人や団体を紹介

した。また、「いわくら再発見」のコーナーでは、

ＮＰＯ法人いわくら観光振興会がおすすめす

る名産品や隠れたスポットなどを紹介するこ

とができた。その他、特集記事においても、多

くの市民に紙面に登場していただいた。 

 また、広報モニターからは、写真提供と広報

紙の記事を寄稿していただき、市民目線でコミ

ュニティスクールについて、紹介することがで

きた。 

【主要施策Ｐ27～28】 

②令和６年度から新たなメール配信システム

により、ほっと情報メール、ＬＩＮＥ、子育て

世帯が利用するスマートフォンアプリ「すぐー

る」を一度の操作で連携して発信できるように

なった。 

 「すぐーる」については、子育て情報を統一

的に受け取るだけでなく、ほっと情報メールの

内容を受け取ることもでき、市からの情報を受

信する方法として活用していただくことがで

きた。 

【主要施策Ｐ28】 

③市外のハウジングセンターで実施したＰＲ

ブース出展やシティプロモーション用名刺の

作成・配布、「いわくらしやすい」のブランドロ

ゴやサウンドロゴなどを活用したＰＲを行っ

た。また、岩倉市ＰＲ大使「い～わくん」は、

市内外でのＰＲ活動を通じて、岩倉市の特色や

魅力を広める発信をした。その他、令和６年度

から中日新聞社が提供する地域情報を発信す

るスマートフォンアプリ「Ｌｏｒｃｌｅ（ロー

クル）」に参加し、情報発信を行った。 

【主要施策Ｐ28】 

①市民参加を促進するため、市民が参加

できる企画や関心の高いテーマの特集

等を作成していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②情報発信の方法については、変化を捉

え、効果的な手法について研究をしてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「いわくらしやすい」のロゴや動画等

の活用に努め、市民及び市職員一人ひと

りが本市の魅力発信の担い手となるよ

う取り組んでいく。 

 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 手に取って見てみたくなる、かつ、読みやすく親しみやすい広報紙とするため、企画・制作へ

の市民参加を充実させ、また、多くの市民が登場する紙面づくりを行います。 

個別施策：②多様な媒体による広報活動の推進 【重点】 

内容 情報を必要とする人へ、素早く、漏れなく情報が届くようにするため、ホームページやほっ

と情報メール、SNS、広報いわくら音声版など多様な媒体を活用し、的確な情報発信を行いま

す。 

個別施策：③シティプロモーションの推進  

内容 「いわくらしやすい」ブランドロゴや動画等を活用し、市民ぐるみで本市の魅力を発信し、認

知度の向上と移住・定住の促進を図ります。 

主要事業 

◆広報紙発行事業 

◆ホームページ等管理運営事業 

◆シティプロモーション事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

Ｂ 
（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

 

単位施策：（２）広聴の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

広聴活動に参加した市民の数 

 

785人 692人 634人 1,020人 929人 1,000人 1,200人 

タウンミーティングの実施が

なかったため、前年度より実績

値が減少したが、目標値に向け

て順調に推移している。【Ⅰ】 

市民の声投稿数＋タウンミ

ーティング参加者数＋パブ

リックコメント投稿数＋い

どばた広聴参加者数＋公共

施設見学参加者数＋出前講

座参加者数＋市政モニター

会議出席者数＋その他各種

意見交換会参加者数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①多様な広聴活動の推進 【重点】    ①市民の声・私の提案への投稿は減少傾向であ

るものの、コロナ禍前よりも増加している。い

ただいた意見には、丁寧な回答をすることで市

政への理解促進につなげた。 

 また、広報紙の利用状況などを把握するた

め、ＬＩＮＥアンケートを実施した。 

 令和７年度からは、これまで実施していた市

政モニター制度に代えて、広報・市政 e モニタ

ー制度というインターネットを使い、事前に登

録していただいたモニターへアンケートを実

施する制度を実施するため、その準備を進め

た。 

【主要施策Ｐ28】 

②18 歳以上の市民 2,000 人（層化無作為抽出）

を対象に市民アンケートを実施し、新たにイン

ターネット回答の導入を行ったことで、前回の

36.6％から 39.25％へと回答率が上昇した。 

【主要施策Ｐ26】 

①より幅広い世代から意見が聴けるよ

うな広聴活動を実施していく。 

 令和７年度からは、広報・市政 e モニ

ター制度を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②引き続きインターネット回答を実施

するとともに、回答率の上昇に繋がるア

ンケート調査の実施方法を検討してい

く。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 行政区や地域の集まり等に市長や職員が出向く意見交換会やタウンミーティング等により、

より的確な意見把握に努めます。また、幅広い世代から意見を聴くため、「市民の声・私の提

案」をはじめ多様な手段で広聴活動を展開します。 

個別施策：②市民意向の定期的な把握 

内容 市政への評価・満足度を一定の指標で継続的に把握し、施策に反映させていくため、市民意

向調査をはじめとするアンケート調査を定期的に行います。 

主要事業 

◆小学校区意見交換会 

◆市民の声・私の提案 

◆市民意向調査 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

Ｂ 
（Ⅰ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

 

単位施策：（3）情報公開・個人情報保護 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

オープンデータの公開データ件数 

 

19件 23件 23件 132件 136件 25件 35件 

令和６年度に人口に関するデ

ータ項目を見直し４件増加し

ているが、実質的な増減ではな

い。目標値を大幅に上回る公開

件数とすることができている。

【Ⅰ】 

ホームページで公開したオ

ープンデータのファイル数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①情報公開の推進 【重点】    ①市ホームページへ公文書目録を掲載し、必要

な行政情報が入手しやすい環境づくりに努め

た。 

 各所属で情報公開に携わる職員に対して情

報公開制度研修を実施し、公文書開示請求の判

断基準の再確認を行い、また、情報公開制度と

個人情報保護制度における開示・不開示の判断

基準の違いについて学ぶ機会を創出した。 

令和６年編纂の「いわくらの統計（令和６年

版）」のデータをオープンデータとして公開し

た。 

【主要施策なし】 

②会計年度任用職員を含む職員にリモートラ

ーニングによる個人情報及び特定個人情報の

保護に関する研修を、また課長級、グループ長

級、会計年度任用職員を対象に対面で情報セキ

ュリティ研修を実施し、個人情報及び特定個人

情報の保護、情報セキュリティに関する意識を

高めるとともに、適正な制度運営を図ることが

できた。 

【主要施策Ｐ45～46】 

①引き続き、ホームページへの公文書目

録の掲載による行政情報が入手しやす

い環境づくりに努めていくとともにオ

ープンデータについて、引き続き、国や

県、他市町の動向に注視しつつ、市独自

の分野・データを研究していく。 

 

 

 

 

 

 

②会計年度任用職員を含む全職員に対

し、研修を継続的に実施し、個人情報及

び特定個人情報の保護を徹底させ、より

一層職員の意識向上を図っていく。併せ

て、個人情報保護制度についての周知を

継続し、様々な職員に対して研修を実施

していくことで、市が保有する個人情報

を今後も適切に管理していく。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

内容 ホームページを活用した公文書目録の提供をはじめとしたわかりやすい方法での行政文書

の公開とオープンデータの充実により、積極的な行政情報の提供に努めます。また、市役所の

情報サロンを活用し、必要な行政情報が入手しやすい環境づくりに努めます。 

個別施策：②個人情報の保護 

内容 本市が保有する個人情報及び特定個人情報を適切に保護するため、職員研修の実施などに

より個人情報保護意識の向上を図るとともに、データの適正な管理や、そのための環境整備

に努め、個人情報保護制度を適切に運用します。 

主要事業 

◆情報公開・個人情報保護に関する研修 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

Ａ 
（Ⅰ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 5章 協働と自治による持続可能なまち 基本施策 31 行政経営・財政運営 主担当課 企画財政課 責任者 井手上 豊彦 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●総合計画の着実な進行管理とともに、行政評価制度の的確な運用及び行政改革の推進により効果的・効率的な行政経営が行われています。 

●行政の情報化がさらに進み、窓口サービス等の利便性が向上し市民サービスが充実しています。 

●限られた財源を効果的に活用し、将来世代に過度な負担を残さない、健全な財政運営が行われています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

計画的・効率的な行政経営が行われて

いると思う市民の割合 

 
18.3％

（R2） - 22.2% - 21.4％ 26.0％ 30.0％ 

わかりやすい予算書・決算書の

公表等、新たな取組みにより現

状値から上昇したものの、行政

評価や行財政改革等を含めて

取組みへの理解が広がってい

ないことで令和４年度からは

横ばい傾向となったと考えら

れる。 

市民アンケート 

実質公債費比率 

 

4.0％ 4.0％ 3.8％ 3.8％ 4.2％ 9.0％以内 
9.0％以

内 

市債残高は、減少している一方

で、元利償還金等に係る基準財

政需要額算入額の減少により、

令和６年度の比率は悪化した。

地方債を発行する大型事業が

予定されていることから、比率

の悪化が見込まれる。 

一般会計等が負担する公債

費、公営企業会計、一部事務

組合の公債費に準ずる準元

利償還金の合計の標準財政

規模に対する割合。数値は

低いほど良い。 

将来負担比率 

 

26.6％ 10.1％ 4.9％ 4.0％ 6.4％ 
60.0％以

内 

60.0％

以内 

基金の増加や市債残高の減少

したものの、比率は悪化してお

り、今後は公共施設の再配置等

による大型事業により市債残

高の増加や基金の活用が考え

られるため、比率の悪化が見込

まれる。 

地方債残高など、将来負担

すべき負債の規模を示した

指標。自治体が将来負担す

べき実質的な負債の標準財

政規模に対する割合。数値

は低いほど良い。 

 

単位施策：（１）計画的な行政運営の推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

基本計画目標数値達成率 

 
- 35.4% 40.8％ 43.7％ 41.5％ 100％ 100％ 

単位施策の成果指標について、
9 の成果指標が新たにⅠ評価と
なった。一方で、評価をするう
えでのコロナ禍の影響を見直
したことなどにより、30 の成果

総合計画基本計画の目標指

標の達成率 



 

 

指標について昨年より評価が
低下した。【Ⅲ】 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①行政評価制度による計画的な行政運営の推進    第５次岩倉市総合計画３年目の単年度評価

として、令和５年度実施施策について庁内評価

を実施するとともに、行政評価委員会による外

部評価として令和５年度実施施策の一部の評

価を実施した。 

庁内評価では前回評価と比較して 17 の単位

施策の評価が上昇し、うち、８つの単位施策が

新たに「Ａ」評価となった。また、外部評価で

は、前回評価と比較して 16 の単位施策の評価

が上昇し、うち、５つの単位施策が新たに「Ａ」

評価となった。評価結果をホームページで公表

するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる施策の

推進を図った。 

【主要施策Ｐ24】 

引き続き庁内及び外部評価を実施し、

実施計画や予算編成との連動を図って

いくとともに、計画の中間目標年度に向

け、各目標の着実な達成が図られるよ

う、進行管理を実施していく。 

内容 総合計画に掲げた施策の目標達成度と効果を計るため、外部評価を含めた行政評価制度

の的確な運用を図ることによって、PDCA サイクルによる効率的で実効性のある行政経営を

推進します。 

主要事業 

◆行政評価事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 

C 
（Ⅲ） 

市民評価 B 市民評価 

判断理由・コメント 
・評価委員のうち Ｂ６人、Ｃ４人 
・コメントなし 

 

単位施策：（２）効率的で満足度の高い行政サービスの推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

行政改革行動計画の達成率 

 
- 72.6% 78.95％ 73.68％ 73.68％ 100％ 100％ 

達成率は前年度と同数値とな

ったたが、引き続き、達成率の

向上につながる取組を推進す

る。【Ⅱ】 

行政改革行動計画における

各項目の達成率の平均値 

オンラインでできる手続件数 

 
57件 69件 108件 123件 202件 75件 100件 

順調に増加しており、今後のデ

ジタル化の進展と合わせて、引

き続き増加に努める。【Ⅰ】 

国の「地方公共団体におけ

るオンライン利用促進指

針」に基づき、本市のオンラ

インでできる手続数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①行政改革の継続的な推進    ①令和３年度から令和７年度までを計画期間

とする行政改革行動計画により、計画期間終了

時の達成状況となるための課題解決のプロセ

スに取り組んだ結果、行政サービスの充実、行

財政基盤の一助となった。行政評価委員会の評

①計画期間の最終年度となるため、計画

期間終了時の達成状況に向け、取組項目

における課題解決のためのプロセスを

確実に実施するとともに、行政評価委員

会での意見を反映し、必要に応じてプロ

内容 行政サービスの最適化を図るため、本市の限られた経営資源をより効率的、効果的に活用

し、行政改革に取り組みます。行政改革の推進にあたっては、（仮称）行政改革行動計画を策定

し、評価しながら進めます。 

個別施策：②民間活力の導入 



 

 

内容 公共サービスとしての役割や意義に十分留意しつつ、民間との役割分担の見直しにより、市

民サービスの質の向上や業務効率を向上させるため、指定管理者制度、民間の資金やノウハ

ウを活用した PPP／PFI の導入や業務の民間委託など、多様な視点から民間活力の導入を

図ります。 

価は、「全体としては、市が自ら考え、改革・改

善を進め、おおむね着実に取り組まれており、

行財政改革を進めるための基本となる Plan(計

画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)

のＰＤＣＡサイクルを意識して業務を遂行し

ていると評価できる。」とされた。（Ａ評価：２

項目減、Ｂ評価：１項目増、Ｃ評価：同数）【主

要施策Ｐ24】 

 

②市職員で構成する民間活力活用推進委員会

にて、民間委託等を引き続き検討することとし

た７件の事務事業について、現状を踏まえた民

間委託等実現の可能性等を踏まえて改めて精

査するとともに、新たに民間委託等が可能と考

えられる事務事業についても検討し、新たに１

件を対象に加えた。また、３件の事務事業につ

いて、令和７年度により具体的な検討を進める

ことを決定した。これにより、民間委託の導入

に向けて、今後優先的に検討する事務事業の整

理を行うことができた。 

【主要施策なし】 

 

③汎用性のある予約システムの導入や公共施

設予約システムの更新に合わせ、オンラインで

できる手続を年度末で 202 件に増やし、市民サ

ービスの向上と業務の効率化を進めることが

できた。また、予約システムではオンラインで

決済できる環境を整えるとともに、市役所環境

政策課及びアデリア総合体育文化センター窓

口での手数料・使用料等のキャッシュレスでの

支払いに対応した。 

各種証明書のコンビニ交付サービスについて

は、これまでの住民票の写しと印鑑証明書の交

付に加えて、令和７年１月から税証明書を追加

した。 

令和６年 10 月から自治体向け生成ＡＩサービ

スを導入し、業務の質の向上と効率化を図っ

た。 

【主要施策 P45、46】 

 

④２市３町（小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、

豊山町）共同により 123 施設を対象に新たな電

力供給事業者と契約を行い、令和６年７月より

供給を開始した。電算部会ではＤＸに関する意

識の醸成を狙いとしたＤＸ人材研修会の開催

に向け市町間で調整した。また、協働部会と防

セスを見直しながら取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②３件の事務事業について、導入に向け

た具体的な検討を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③行政手続の原則オンライン化を目指

して、引き続きオンラインでできる手続

を増やしていく。 

国や県、他市町村の取組事例や新たな情

報技術に注視し、デジタル人材育成に注

力しながら総合的にデジタル化を推進

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④２市３町で組織する広域行政研究会

では、地域ごとに課題が多様化・複雑化

しており、広域での実現が難しい分野も

あるため、時代に即した連携の在り方に

ついての検討を行っていく。 

広域での取組が一層重要になってく

個別施策：③ＩＣＴを活用した効率的な行政運営と市民サービス 【重点】 

内容 ＡＩ等やＩＣＴの活用により業務の効率化を図るとともに、適切な情報セキュリティを確保し

ながら、いつでもどこでも簡単に申請や届出等ができるオンライン手続や証明書コンビニ交付

サービスなどにより質の高い市民サービスを実現するための環境の整備を推進します。 

個別施策：④広域行政・広域連携の推進 

内容 広域的な課題に対応するため、一部事務組合や広域連合といった事務の共同化等の検討を

行います。また、本市の行政課題に対応するために、地域の特性を生かし、市民の生活圏や市

民ニーズを踏まえた他自治体との連携を推進します。 

主要事業 

◆行政改革推進事業 

◆証明書コンビニ交付サービス事業 

◆電子自治体推進事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

B 
（Ⅱ） 



 

 

災部会を開催し、各市町の課題や取組について

の意見交換や情報共有を行った。 

本市を含む西尾張管内の 15 の事業体が参加

する水質業務連携協議会が設立され、安定した

水道水の供給に貢献することを目的に始動し

た。 

流域下水道の汚泥処理施設の共同設置・共同

運用を行う「共同汚泥処理体制」において、共

同２号炉の建設準備が県主体で進められてい

る。 

一宮建設事務所管内の７市町にて、管渠調査

について令和６年度からテレビカメラ調査の

共同発注を開始した。 

【主要施策なし】 

るため、情報収集に努め、市民サービス

の向上や事務の効率化につながる広域

的な取組を検討していく。 

 

【令和７年度の重点施策】 

市民評価 B 市民評価 

判断理由・コメント 
・評価委員のうち Ｂ10人 
・コメントなし 

 

単位施策：（3）公共施設等の総合的かつ計画的な管理 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

公共建築物の延床面積 

 101,528

㎡ 

101,729

㎡ 

102,289

㎡ 

102,759

㎡ 

102,759

㎡ 

101,362

㎡ 
99,431㎡ 

青少年宿泊研修施設希望の家

については、民間への譲渡には

至らず、延べ床面積の増減はな

かった。【Ⅳ】 

H28 総合管理計画策定時点

（76 施設総面積） 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：個別施策：①公共施設等の総合的かつ計画的な管理  ①青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡に向け

て、譲渡先候補者の募集を行ったが、申込期限

までに応募申込がなく、建物の譲渡にはいたら

なかった。 

 岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設事

業の完了を受け、子育て家庭支援プロジェクト

チームにおいて、児童館適正配置方針を作成

し、第二児童館については、更新時期までに廃

止の方向で進めることとなった。 

 五条川小学校区統合保育園を整備するに当

たり、遺跡発掘調査や実施設計業務、水路移設

工事を行い、、令和９年４月の開園に向けて事

業の進捗を図ることができた。 

 岩倉東小学校については、令和９年度以降の

大規模改造時に施設の一部を市民開放するに

当たり、学校側との話し合いにより、安全対策

①青少年宿泊研修施設希望の家の跡地
の活用や方針や具体的な計画案を策定
するなど、速やかな建物の廃止に向け
て具体的な検討を進める。 
 第二児童館は、廃止に向けて課題整
理や具体的なスケジュールの検討など
を行う。 
 五条川小学校区統合保育園は、令和
９年４月開園に向け、引き続き、実施設
計（主に開発許可申請等）や遺跡発掘調
査（主に調査報告書類の作成）を行うほ
か、用地造成工事を行い事業の進捗を
図る。 
 岩倉東小学校の一部を令和９年度以
降に市民開放するに当たり、その活用
方法や課題解消に向け具体的に検討を

内容 公共施設等総合管理計画に基づき、総合的かつ計画的な施設改修等を推進していくため、公

共施設の規模、配置等の再配置及び修繕、更新等の長寿命化に取り組むとともに、市民ニーズ

に合わせた多目的利用などを進め、公共施設の有効活用を図ります。また、大規模な改修の際

には、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入により、誰もが安心して利用できる公共施

設の整備に努めます。 

主要事業 

◆公共施設再配置計画・公共施設長寿命

化計画推進事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

Ｃ 
（Ⅳ） 



 

 

や駐車場増設などの課題を洗い出し、事業の進

捗を図ることができた。 

南部中学校南館給排水・衛生設備等改修工事

においては、トイレの様式化・乾式化を行った。 

【主要施策Ｐ109、112、126、253】 

進める。 
 令和７年度は、岩倉南小学校西館・南
館の大規模改修工事の実施設計業務を
行う。また、大規模な改修の際には、バ
リアフリー化やユニバーサルデザイン
の導入に努めていく。 

市民評価 C 市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（4）安定した財政運営 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市税収納率 

 
97.4％ 97.6％ 97.6％ 97.3％ 97.5％ 98.0％ 98.5％ 

収納率は、前年度と比較して約

0.2 ポイント上昇したが、令和６

年度の目標値 97.9％の達成には

至らなかった【Ⅱ】 

当該年度の市税合計収納額

÷市税合計調定額 

経常収支比率 

 

86.8％ 82.8％ 87.6％ ９１．６％ 91.5％ 
93.0％以

内 

93.0％以

内 

分母を構成する経常経費一般

財源のうち、地方交付税や税収

等が増加したが、分子を構成す

る経常経費充当一般財源のう

ち、人件費、扶助費、繰出金、

公債費、物件費等がそれ以上に

増加したため、実績値が増加し

た。【Ⅳ】 

人件費や扶助費などの経常

的に支出する経費に、市税

など経常的に収入される一

般財源がどの程度充てられ

るかを表す指標。数値が低

いほど弾力的な財政運営が

可能。 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①市税等の収納率の向上 【重点】 ①納税通知書用の封筒に口座振替受付サービ

スのイラストを掲載し、利用促進に努めた。 

口座振替制度の周知について、案内チラシの

税務課窓口での設置や広報紙への掲載、また、

直接お話できる機会として、家屋調査時・納税

相談時に口座振替での納付勧奨に努めた。 

外国人滞納者向けの督促状・催告書の見方を

示したチラシについて、タガログ語、ベトナム

語、トルコ語に対応したチラシを新たに作成し

送付した。 

スマートフォンやクレジットカード等を利

用して、いつでもどこでも電子納税できる共通

納税に対応していくことで、納付環境の向上に

努めた。 

【主要施策Ｐ58～59】 

①地方公共団体における幅広い公金収

納についての共通納税実施に向け、国に

おいて検討が進められているため、情報

に注視していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②適正な時期の料金改定に向け、直近の

内容 市税等の納付忘れがないように口座振替制度の利用拡大を図るとともに、納税者の利便性

向上のため多様な収納方法の導入に努めます。 

個別施策：②受益者負担の適正化 

内容 必要な行政サービスをその受益に応じた適正な費用負担によって持続的に提供できるよう

にするため、サービス提供に係る経費とのバランスを考慮し、応益割と応能割の考え方によっ

て使用料・手数料、負担金等の適正化に努めます。 

個別施策：③様々な手法による財源確保 

内容 市有財産の有効活用・売却や広告、ふるさといわくら応援寄附金など新たな財源の確保を

図るとともに、国や県等の補助金・交付金等の積極的な活用に努めます。 

個別施策：④効果的・効率的な予算執行 

内容 「選択と集中」を念頭に市民意向と費用対効果を多角的に検討し、将来にも責任ある計画的

な予算を編成することとし、関連事業の集中実施や共同実施をするなど、適正かつ厳格な予

算執行により健全な財政運営を行います。また、財政に関する情報をわかりやすく公表するこ

とにより市民と情報を共有し、財政運営の透明性の確保に努めます。 



 

 

主要事業 

◆ふるさといわくら応援寄附金事業 

◆財政状況の公表 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

Ｃ 

②適正な使用料・手数料等の算定方法や実施方

法を明確にするための「使用料・手数料等の見

直しに関する基本方針」を策定したが、諸般の

事情により令和７年度からの改定は見送るこ

ととなった。 

【主要施策なし】 

③土地開発基金が保有する市有財産３筆を道

路用地として愛知県に売却した。また、インタ

ーネット市有財産売払い入札を実施し、公用車

２台とワクチン用冷凍庫２台を売却し、財源確

保につなげることができた。 

 また、桜まつりに対して、新たに市内の企業

からの協賛を得ることができた。 

 ふるさと納税の返礼品登録を検討している

事業者向けや選ばれる返礼品の見せ方につい

ての勉強会を２回実施し、返礼品提供事業者や

新規返礼品の追加、掲載内容の見直しにつなが

った。また、新しい掲載サイトを追加し、新た

な寄附者の獲得に努めたが、寄附金額は令和５

年度を下回った。 

 民間活力活用推進委員会にて、石仏公園のネ

ーミングライツ導入について検討し、令和８年

度供用開始に向けた令和７年度中のパートナ

ーの募集を決定した。 

【主要施策Ｐ32、133、189、290】 

④中期財政計画に掲げる令和 10 年度目標値の

達成に向け、経常経費、備品購入費及び工事請

負費並びに実施計画配当事業について要求目

標を設定するとともに、それ以外の科目につい

ても決算額等の実績を基に、これまで以上に適

切な予算計上を行うことを編成方針に掲げ、予

算査定や編成を実施し、財政の健全化につなげ

ることができた。 

 予算状況、決算報告、健全化判断比率の報告、

固定資産台帳や財務書類などの各種資料を図

やグラフ、注釈を活用しながら、広報紙やホー

ムページに公表した。 

また、新たに「わかりやすい決算書」を９月

議会の開会にあわせて、さらに、令和３年度か

ら作成している「わかりやすい予算書（令和７

年度版）」を３月議会の開会にあわせてホーム

ページに掲載するとともに、情報サロンへの設

置やほっと情報メールやＬＩＮＥで発信し、広

くわかりやすい公表に努めた。これらの取組に

より、市民等に財政状況を正しく、気軽に目に

していただける機会を提供することができた。 

実績によるコスト計算などを進めると

ともに、経済状況や社会情勢、また、本

市の財政状況などを総合的に勘案し、改

定時期を判断していく。 

 

 

③公用車以外においても、インターネッ

ト市有財産売払い入札が可能な物品に

ついて、引き続き、積極的な活用を図っ

ていく。 

 また、土地開発基金が保有する未利用

財産の有効活用、または売払いについて

も検討していく。 

 ふるさと納税の受付サイト及び返礼

品の追加に力点をおいてきたが、追加だ

けでは、寄附金の増加につながっていな

い現状を踏まえ、ビジネスサポートセン

ターとも連携し、新たな返礼品提供事業

者や魅力的な返礼品の発掘に向けて取

組を強化する必要がある。 

 石仏公園におけるネーミングライツ

パートナーの募集を行うとともに、ネー

ミングライツの対価として役務の提供

など、金銭によらない新たな方法による

パートナーの導入を検討する。 

④医療・介護・障がい福祉など社会保障

関係費の増加や、公共施設の再配置・長

寿命化の推進、教育や子育て支援などの

将来への投資、物価の高騰など、様々な

増加要因を抱えていることから、財源の

確保、経常経費などの歳出削減に努めて

いく。 

 また、市民が真に知りたい情報を、よ

りわかりやすく公表するため、引き続

き、先進自治体の公表状況を調査・研究

し、その結果を反映した財務状況の公表

に努めていく。 

 

【令和７年度の重点施策】 

（Ⅲ） 



 

 

【主要施策なし】 

市民評価 C 市民評価 

判断理由・コメント 
・評価委員のうち Ｂ１人、Ｃ９人 
・コメントなし 

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 5章 協働と自治による持続可能なまち 基本施策 32 組織・人事マネジメント 主担当課 秘書人事課 責任者 小﨑 尚美 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●社会的なニーズに対応した柔軟な組織体制と適切な人員配置により、市民サービスが向上しています。 

●職員としての使命と責任を持ち、自ら考え、行動できる職員が育成され、市民から信頼される組織となっています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

職員の応対に満足している市民の割合 

 
80.3％

（R2） - 81.7％ - 82.5％ 83.0％ 85.0％ 
組織・機構の再編や人材育成基

本方針の推進で実績値は上昇

している。 

市民アンケート 

 

単位施策：（１）弾力的な組織体制の構築 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民が利用しやすい組織だと思う市民の

割合 

 
78.8％

（R2） 
- ８７.3％ - 91.1％ 80.0％ 82.0％ 

組織・機構の再編、税証明等の

コンビニ交付を開始した結果、

利便性が向上したため、実績値

が上昇していると考えられる。

【Ⅰ】 

市民アンケート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①行政ニーズ等に応じた組織・機構の再編 ①令和６年４月から組織・機構を再編し、12 月

には再編後の組織・機構が、効率的かつわかり

やすい組織になっているか、全職員にアンケー

ト調査を実施した。効率的になったかという設

問では「そう思う」が 15.6％、「どちらとも言

えない」が 36.6％、「そう思わない」が 5.0％、

「分からない」が 42.7％だった。またわかりや

すい組織になったかという設問では「そう思

う」が 20.6％、「どちらとも言えない」が 27.9％、

「そう思わない」が 4.2％、「分からない」が

47.3％という結果だった。 

【主要施策Ｐ18】 

②定員管理計画に基づき計画的な職員採用を

行うとともに、行政課題に対する組織づくりを

するために、専門職を重点的に採用した。保育

士の採用に当たっては、経験者枠採用試験を実

施した。また、豊富で専門的な知識経験又は優

れた識見を有する外部の専門家を柔軟に採用

できるように岩倉市一般職の任期付職員の採

①所掌事務を変更した部署や課題に対

する部署等のその後の組織の状況や、各

部署における人員配置の適正について

検証する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②定年年齢引き上げに伴い、役職定年を

した高齢期職員の幅広い職務における

活躍を促し、かつ、その多様な知識や経

験を公務内で積極的に活用するため、そ

の役割を明確化し、本人のモチベーショ

ンを維持しながら組織への貢献を高め

る人事管理の在り方の検討を進める必

内容 社会情勢の変化や新たな行政課題に的確かつ柔軟に対応し、効率的な行政サービスを継続

していくことのできる組織運営と市民が利用しやすい組織づくりを行います。 

個別施策：②適切な人員配置 

内容 計画的な職員採用や定員管理に努めるとともに、再任用制度、任期付職員制度などの活用

により、適切な人員配置を行います。また、必要に応じて、プロジェクトチームを編成し、戦略

的かつ弾力的に課題解決に取り組みます。 

個別施策：③働き方改革の推進 【重点】 

内容 職員の誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・

介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等に係る個人の時間を持てるよう仕事と生活の調和を

図るとともに、多様な働き方を可能とする仕組みを整備することにより、職員の働き方改革を

推進します。 

主要事業 

◆定員管理事業 

◆働き方改革推進事業 
庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 
Ｂ 

（Ⅰ） 



 

 

用等に関する条例を制定した。 

【主要施策なし】 

③年次有給休暇の取得促進のため、ゴールデン

ウィークや年末年始に会議を設けないなどの

取組を行った。また、働きやすい職場環境づく

りを推進する観点から、現在の小学校入学前の

子を養育するための制度である育児部分休業

制度に加え、同様の制度として、対象となる子

を小学６年生までとする子育て部分休暇制度

を新設するため条例改正を行った。定年年齢引

き上げに伴い、孫の育児と仕事の両立を支援

し、親（子）の負担を軽減 する 観点から、特

別休暇である出産補助休暇及び育児参加休暇

の対象者を祖父母まで拡大した。また、時間外

勤務の縮減のため時差出勤を試行実施した。 

【主要施策Ｐ19】 

要がある。 

 

③子育て部分休暇制度の運用を開始す

る。多様な働き方ができる制度が拡大さ

れる一方で、制度を利用していない職員

への負担が過度とならないような環境

整備を進める必要がある。 

 

【令和７年度の重点施策】③ 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）職員の能力開発 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

研修に対して満足している職員の割合（平

均） 

87.7％ ９０．３％ 89.1％ 8８.５％ 77.4％ 90.0％ 95.0％ 

令和６年度は映像研修の数を

増やしたが、映像研修の満足度

が集合研修に比べ低かったた

め、全体的な指標数値が低下し

た。【Ⅳ】 

研修アンケート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①人材育成の推進 ①岩倉市職員人材育成推進委員会を開催し、基

本方針で掲げる施策等の進捗状況について、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる評価を行った。また、人

材育成基本方針を浸透させるために、毎月の給

与明細への記載を行った結果、目指すべき職員

像を意識し、実行している職員は 69％と令和５

年度の 53％から 16％上昇した。 

【主要施策なし】 

②評価者研修及び被評価者研修を実施し、人事

評価制度の理解を深めることができた。また、

人事評価結果について、昇給や勤勉手当への反

映を行った。 

①基本方針で掲げる人事育成に関する

施策等が現状に適合するかどかを取捨

選択し、実施する必要がある。また、人

材育成基本方針の更なる周知が必要で

ある。 

 

 

 

②令和５年 12 月に行った人事評価に関

するアンケートでは、人事評価制度に満

足しているかという問いに対し、「大変

満足している」が 0.8％、「おおむね満足

内容 人材育成基本方針に基づき、職場環境を充実し、人事管理制度及び職員研修と連動した人

材育成を推進します。 

個別施策：②人事評価制度の適切な運用 【重点】 

内容 職員一人ひとりの能力や意欲を最大限に引き出し、効率的な行政運営につなげていくた

め、人事評価制度の適切な運用を図ります。 

個別施策：③職員研修等の充実 

内容 人材育成基本方針に基づき、意欲と情熱を持って新たな課題に取り組む柔軟な発想と高い

能力を有する職員を育成するため、職員研修等の充実を図ります。 

主要事業 
◆人事評価制度運用事業 

◆職員研修事業 庁内評価 （2） 



 

 

上段：取組内容 

下段：成果指標 

（Ⅳ） D 

【主要施策Ｐ20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

③研修受講者アンケート及び人材育成に関す

る研修受講者アンケートを活用し、職員ニーズ

の把握に努めた。また、人材育成基本方針を踏

まえた令和７年度職員研修計画を策定した。 

【主要施策Ｐ20】 

している」が 43.4％、「あまり満足して

いない」が 44.7％、「不満である」が

11.1％で、制度に満足していない職員が

半数以上という結果になった。満足して

いない理由が「評価基準が不明確」「評

価者ごとに評価にばらつきがある」「業

績評価の目標設定が困難」という理由が

多数を占めていることから、これらの課

題を解消する必要がある。 

③令和７年度研修計画の新たな取組と

して階層別研修に、新たに主事・主任研

修を加え、半年間で３～４回の継続的な

研修を実施する。内容は、入庁４～７年

程度の職員を対象に、さらなる成長を促

すための研修で、事務をこなすのみはで

はなく、付加価値を意識し、新たな挑戦

ができるようなマインド作りを図る研

修を行う。また、主査研修として、グル

ープ長になる前のこれから部下を持つ

上でに必要なマネジメント研修や交渉

等に必要な折衝力などの研修を集中的

に行う予定。人材育成基本方針の目指す

職員像を具現化するために、業務に必要

な知識を習得する実用的な研修の受講

が必須であるが、人員不足の中で職場を

離れなければならないことがネックと

なり、研修への参加自体が難しいという

課題があるため、より効率的な研修計画

を策定する必要がある。 

 

【令和７年度の重点施策】② 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 


